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【手続補正書】
【提出日】令和1年7月23日(2019.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成物のうちの重量％量において：
　（ａ）約２．５％～約１５％　エミューオイル；
　（ｂ）約４％～約２５％　ホホバ油；
　（ｃ）約２５％～約７５％の皮膚科学基剤；および
　（ｄ）約１０％～約４０％の金属もしくは半金属の酸化物、水酸化物もしくは炭酸塩
を含む皮膚軟化組成物であって、
　前記皮膚科学基剤は少なくとも２種の皮膚軟化薬を含み、そのうちの１種は石油化学製
皮膚軟化薬であり、他の１種は天然の皮膚軟化薬であり、前記石油化学製皮膚軟化薬は白
色軟パラフィンであり、前記天然の皮膚軟化薬はシアバター、蜜蝋、ラノリンおよびラノ
リンベースの皮膚軟化薬から選択される、皮膚軟化組成物。
【請求項２】
　前記皮膚科学基剤は、組成物のうちの重量％で、約２０％～約３０％の間の白色軟パラ
フィンおよび約２０％～約３０％の間の天然の皮膚軟化薬を含み、前記天然の皮膚軟化薬
はシアバター、蜜蝋、ラノリンおよびラノリンベースの皮膚軟化薬から選択される、請求
項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記天然の皮膚軟化薬はラノリンである、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記金属もしくは半金属は、アルミニウム、亜鉛、鉛、鉄、バリウム、スズ、チタン、
ケイ素、ベリリウム、マグネシウムおよびカルシウムからなる群より選択され得る、請求
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項１～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記金属もしくは半金属の酸化物、水酸化物もしくは炭酸塩は、酸化アルミニウム、酸
化スズ、酸化亜鉛、酸化鉛、酸化ベリリウム、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化カルシウ
ム、二酸化チタン、二酸化ケイ素、水酸化アルミニウム、水酸化亜鉛、炭酸マグネシウム
、炭酸カルシウム、炭酸アルミニウム、炭酸亜鉛、炭酸鉄、および炭酸バリウムからなる
群より選択され得、前記金属もしくは半金属の酸化物、水酸化物もしくは炭酸塩は、酸化
亜鉛、炭酸亜鉛、二酸化チタン、および酸化鉄（ＩＩＩ）からなる群より任意選択される
、請求項１～４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　前記金属もしくは半金属の酸化物、水酸化物もしくは炭酸塩は、少なくとも部分的に、
カラミンとして前記組成物中に存在し、前記組成物は、金属もしくは半金属の酸化物、水
酸化物もしくは炭酸塩の重量％量を構成するカラミンの量および酸化亜鉛の量を任意で含
む、請求項１～５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記組成物中の金属もしくは半金属の酸化物、水酸化物もしくは炭酸塩は、約５％～約
２０％の間のカラミンおよび約５％～約２０％の間のさらなる金属もしくは半金属の酸化
物、水酸化物もしくは炭酸塩を含む、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記カラミンは、酸化亜鉛および酸化鉄を含み、前記さらなる金属もしくは半金属の酸
化物、水酸化物もしくは炭酸塩は、酸化亜鉛を任意で含む、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　少なくとも１種の保存剤をさらに含み、前記少なくとも１種の保存剤は、ユーカリ油お
よびピロクトン塩もしくは誘導体から任意選択される、請求項１～８のいずれか一項に記
載の組成物。
【請求項１０】
　前記組成物のうちの重量％で、約１０％～約１５％　ホホバ油、約５％～約１０％　エ
ミューオイル、約２％～約５％　ユーカリ油、約１０％～約１５％　酸化亜鉛、約１０％
～約１５％　カラミン、約１５％～約３５％の白色軟パラフィンおよび約１５％～約３５
％のラノリンを含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項１１】
　皮膚状態の処置および／または防止に使用するための皮膚軟化組成物であって、前記皮
膚状態は、乾燥肌、おむつかぶれ、炎症、紅斑、乾癬性の発疹、褥瘡、アレルギー性の発
疹、ざ瘡、酒さ性ざ瘡、軽度の皮膚感染症、および皮膚刺激による発疹からなる群より選
択され、
　前記皮膚軟化組成物のうちの重量％量において、以下：
　（ａ）約２．５％～約１５％　エミューオイル；
　（ｂ）約４％～約２５％　ホホバ油；
　（ｃ）約２５％～約７５％の皮膚科学基剤；および
　（ｄ）約１０％～約４０％の金属もしくは半金属の酸化物、水酸化物もしくは炭酸塩、
を含み、
　前記皮膚科学基剤は少なくとも２種の皮膚軟化薬を含み、そのうちの１種は石油化学製
皮膚軟化薬であり、他の１種は天然の皮膚軟化薬であり、前記石油化学製皮膚軟化薬は白
色軟パラフィンであり、前記天然の皮膚軟化薬はシアバター、蜜蝋、ラノリンおよびラノ
リンベースの皮膚軟化薬から選択される、皮膚軟化組成物。
【請求項１２】
　前記皮膚軟化組成物のうちの重量％で、約１０％～約１５％　ホホバ油、約５％～約１
０％　エミューオイル、約２％～約５％　ユーカリ油、約１０％～約１５％　酸化亜鉛、
約１０％～約１５％　カラミン、約１５％～約３５％の白色軟パラフィンおよび約１５％
～約３５％のラノリンを含む、請求項１１に記載の皮膚軟化組成物の使用。
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【請求項１３】
　皮膚軟化組成物を製剤化するための方法であって、前記方法は、エミューオイル、ホホ
バ油、皮膚科学基剤および金属もしくは半金属の酸化物、水酸化物もしくは炭酸塩を合わ
せ、混合して、以下の組成物のうちの重量％量：
　（ａ）約２．５％～約１５％　エミューオイル；
　（ｂ）約４％～約２５％　ホホバ油；
　（ｃ）約２５％～約７５％　皮膚科学基剤；および
　（ｄ）約１０％～約４０％　金属もしくは半金属の酸化物、水酸化物もしくは炭酸塩
にある皮膚軟化組成物を形成する工程
を包含し、
　前記皮膚科学基剤は少なくとも２種の皮膚軟化薬を含み、そのうちの１種は石油化学製
皮膚軟化薬であり、他の１種は天然の皮膚軟化薬であり、前記石油化学製皮膚軟化薬は白
色軟パラフィンであり、前記天然の皮膚軟化薬はシアバター、蜜蝋、ラノリンおよびラノ
リンベースの皮膚軟化薬から選択される、方法。
【請求項１４】
　前記合わせ、混合する工程は、４０℃未満で行われる、請求項１３に記載の方法。
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